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１．５号機のプラント全体の試験に係る
安全性の確認結果



設備の健全性評価の進め方

■ 原子力安全・保安院（以下、「保安院」）では、３段階の手順を踏みながら

評価を進めています。今回、５号機について、プラント全体の評価が終了

し、平成２３年２月３日保安院としての報告書を取りまとめました。

・発電所を構成する機器単位での
健全性評価（２，４号機で実施中）

・これら機器から構成される系統単位
で担うべき安全機能を評価 （３号
機で実施中）

・機器単位、系統単位の評価を踏まえた
上で発電所のプラント全体としての機能
を評価（１、５、６、７号機で完了）

個別機器毎（配管、ポンプ、弁
等）の設備点検により、機器単
位の健全性を評価

個別機器・配管を組合せて、系統機能
試験（例：給水ポンプ機能試験）により、
系統の健全性を評価

プラントを起動し、主要パラメータの
採取等により、プラント全体の健全
性を評価

【給水系を例にすると…】
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（東京電力資料、日立製作所ＨＰより）



Ⅰ．プラント全体の機能試験に対する保安院の確認実績
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【格納容器内（ドライウエル内）の点検】
・配管等の漏えい確認
・支持構造物の熱による伸び量の確認
・耐震強化設備の確認 等 【タービン、発電機の点検】

・蒸気タービン振動数の確認
・発電機、変圧器等の確認 等

（注）制御棒による出
力調整のパターン
変更により一時的
に出力が降下

東京電力において、ホールドポ
イント毎に実施される評価会議
に出席し、適切に評価を行って
いることを確認。

：復水器真空度
：原子炉圧力
：タービン回転数
：発電機出力

凡例

（注）原子炉給水ポンプ
駆動用蒸気タービ
ン(B)サーボ弁点検
に伴う出力降下

【各出力段階において確認】
・機器の点検
・系統機能試験
・運転データ（約９００項目）の確認 等
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Ⅱ．保安院として確認した主な事項

①プラント試験計画書の妥当性

②保安規定の遵守状況

③プラント試験の実施状況

④プラント試験中に発生した不適合事象への対応状況

上記の項目について、保安検査、立入検査等により、通常
の検査に比べ体制を強化して確認を実施。



①プラント試験計画書の妥当性

○保安院は、地震の影響を評価する上
で適切な点検・試験項目等が計画さ
れているものと評価

（例）ポンプ、電動機、弁等の、地震による機能
への影響について、あらかじめ損傷形態の
想定を踏まえ、それらが検知できる点検方
法として目視点検や作動試験を選択。

目視点検では、地震によって加わった力の
影響が比較的顕在化しやすい部位として、
基礎ボルト、支持構造物、軸受、軸継手等
に着目して点検。

作動試験では、損傷があった場合の現象と
して現れる異常な振動、異音、異常な温度
上昇、漏えいの有無等に着目して試験。

プラント試験計画書（Ｈ22.6.9受理）

設備健全性評価サブＷＧで審議



②保安規定の遵守状況

保安院は、

○原子炉起動時・出力上昇時の運転操作が適切に行われてい
ること。

○プラント試験中に発生した不適合事象に対して原因究明と対
策が適切に実施されていること 等

を確認。

評価会議に出席し、不適合対応等が適切に行
われていることを確認プラント運転操作が適切に行われていることを確認



③プラント試験の状況（その１～設備点検～）

保安院は、原子炉からの蒸気を供給できるようになって初めて実施す
る９０機器の作動確認及び漏えい確認等の実施結果について、技術
基準に適合し、問題がないことを確認。

地震によって加わった力の影響
が比較的顕在化しやすい部位
（管の継手部や弁のフランジ部）
に特に着目した点検が行われ、
その結果に異常がないことを、点
検に立ち会う等により確認。

原子炉隔離時冷却系ポンプの運転状態確認



○蒸気や高温水が通る配管等やその支持構造物、支持構造物の付根部に
対 し、外観目視点検を実施。

○異常な変位や配管等の干渉が生じていないことを確認。

○ドライウェル（格納容器内）点検時において、原子炉格納容器スタビライザ、
低圧炉心スプレイノズル、原子炉冷却材再循環系及び原子炉補機冷却系
の配管・支持構造物（メカニカルスナッバ）について外観目視点検を実施。

○異常な変形や変位等がないことを確認。

○１号機のプラント確認試験において、原子炉冷却材再循環ＭＧセット油フィ
ルタドレン弁から油の漏えいが確認されたが、５号機においては、閉止栓・ド
レンパン設置など適切な対応がとられていることを確認。

③プラント試験の状況

１号機で発生した不適合事象の５号機での発生防止対策の確認

熱の影響をうける部位の変位等の確認

地震応答解析の結果、厳しかった部位の確認

配管サポートの確認状況

油フィルタドレン弁閉止栓の確認

原子炉格納容器スタビライザの確認状況

（その２～専門家等のご意見を参考に重点的に安全確認を実施～）



③プラント試験の状況（その３～系統機能試験～）

保安院は、原子炉からの蒸気を供給できるようになって初めて実施
する４項目※の系統機能試験について、試験結果が技術基準に適合
し、所要の機能を有していることを確認。

当該試験では、定格熱出力運転時に
おいて、蒸気タービン関連パラメータ
（２５種類、７６項目）を連続４時間以上
測定し、判定基準を満足していること、
測定期間中安定していることを確認。

※①原子炉隔離時冷却系機能試験、②気体廃棄物処理系機能試験、③蒸気タービン性能試験（その１）及び④蒸気タービン性能試験（その２）

蒸気タービン関連パラメータの例

（例）蒸気タービン性能試験（その１）

確認項目 測定値 基準値

主タービン回転速度(rpm) 1498～1500 1500

主タービン軸振動(mm) 0.016～0.066 0.175以下



③プラント試験の状況（その４～運転データ等に対する確認～）

通常起動時に確認する約２倍の約９００項目の運転データについて、
判定基準値等に照らし妥当であることを確認。

また、ドライウエル点検において機器の健全性や耐震強化工事を
行った配管等の健全性を確認。

運転パラメータ採取結果の確認 ドライウエル点検への立ち会い



④プラント試験中に確認された不適合事象への対応状況（その１）

プラント試験中に不適合事象が６２件（７号機７５件、６号機４１件、１号機８３件発生）確認されているが、不
適合事象の要因については、「一過性」、「偶発事象」等であり、いずれも原子炉の安全
に影響を与えるものではなく、地震の影響によるものではないこと、これらの不適合に
対して、補修・取替等の対策が適切に講じられていることを確認した。また、不適合事
象の要因分析を行い、各要因に応じて、点検要領書の改訂等を行っていることを確認
した。 点検周期を超過した機器等が確認された不適合については（参考１）参照。

要因 ＧⅠ ＧⅡ ＧⅢ 合計

一過性 ０ ０ ４ ４

偶発事象 ０ ０ １１（２） １１（２）

施工不良 ０ ０ １（１） １（１）

経年影響 ０ １（１） ２９ ３０（１）

入熱影響 ０ ０ ０ ０

品質保証 ０ ８ ４ １２

その他 ０ ０ ４ ４

合計 ０ ９（１） ５３（３） ６２（４）
注：（ ）内の４件は、他の要因と重複計上（ＧⅡの経年影響１件は、品質保証１件と重複計上、ＧⅢの偶発事象２件は、一過性１件及び経年影響１件と、

施工不良の１件は、経年影響１件と重複計上）されており、実数の内数に含まれない。

○不適合事象の要因及び不適合グレード（※）別分類表

※不適合グレード
グレード 事象内容

ＧⅠ 法令等に基づく報告事象、安全上重要な機器の機能喪失、技術的にプラント停止に至っ
た機器の故障 など

是正処置、予防処置を確実に実施すべ
き重要な事象

ＧⅡ 一定運転の継続に支障のある故障、品質保証の要求事項に対する不適合事象 など 是正処置を確実に実施すべき事象
ＧⅢ 通常のメンテナンス範囲内の事象 など 修正処置などを行う事象



（参考）プラント運転データの例

電気
出力

原子炉 タービン
発電機

排気筒モニタ 結果

２０％ 主蒸気流量
：１３９３t/h

（過去データ：最小1437t/h
最大1453t/h）

発電機出力
：２１５MW

（過去データ：最小210MW
最大220MW）

測定値

：６．１ｓ－１

（過去データ：最小6.1s-1

最大9.0s-1）

５０％ 主蒸気流量
：２８１６t/h

（過去データ：最小2778t/h
最大2829t/h）

発電機出力
：４９０MW

（過去データ：最小485MW
最大485MW）

測定値
：５．９ｓ－１

（過去データ：最小5.9s-1

最大7.1s-1）

７５％ 主蒸気流量
：４６４４t/h

（過去データ：最小4603t/h
最大4982/h）

発電機出力
：８２０MW

（過去データ：最小810MW
最大880MW）

測定値
：５．７ｓ－１

（過去データ：最小7.0s-1

最大8.9s-1）

１００％ 主蒸気流量
：６３７６t/h

（過去データ：最小6320t/h
最大6410t/h）

発電機出力
：１１００MW

（過去データ：最小1100MW
最大1100MW）

測定値
：５．８ｓ－１

（過去データ：最小6.5s-1

最大9.2s-1）

定格熱出力
一定運転

主蒸気流量
：６５１６t/h

（過去データ：最小6500t/h
最大6550t/h）

発電機出力
：１１２４MW

（過去データ：最小1118MW
最大1125MW）

測定値
：５．９ｓ－１

（過去データ：最小6.0s-1

最大7.5s-1）

異常なし



Ⅲ．保安院の活動状況のお知らせ

①保安院の確認結果について、プラン
ト試験のホールドポイント毎に報道
発表（平成２２年１１月１８日（第１
報）～平成２３年１月２０日（最終報
（第１０報）））を行い、計１０回実施。

②プラント試験期間中に確認された
点検周期を超過した機器の不適合
の対応等について、保安院の見
解等を報道発表（計２回実施）

③上記の報道発表の内容については、
原子力安全・保安院のホームペー
ジに掲載（平成２２年１１月１８日～
平成２３年１月２０日）

（１１月１８日記者会見の模様（柏崎））

（URL： http://www.nisa.meti.go.jp/）



Ⅳ．保安院の評価

○原子炉の起動、出力上昇等に係る一連の運転操
作、プラント全体の機能試験は適切に実施され、そ
の試験結果も妥当なものと評価できることから、プ
ラント全体の機能健全性に係る問題はないと評価。

○これまでの機器及び系統単位の評価結果と併せる
と、５号機の設備健全性は維持されており、継続的
かつ安定的に運転する上で問題ないものと判断。



Ⅴ ．今後の対応

○設備健全性評価の結果を踏まえ、５号機の法令に
基づく定期検査（総合負荷性能検査等）を速やかに
実施し、これを終了させる。

○ 今後、東京電力より届出がなされる特別な保全計

画を厳格に確認した上で、当該計画に基づく保全活
動が的確に実施されていることを確認していくことと
する。



２．各号機に対する保安院の確認状況
（設備健全性）
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東京電力及び保安院の設備健全性の確認状況（１月２８日現在） 漏えい試験

作動試験

機能確認試験

目視点検

○中越沖地震発生直後（平成１９年８月～９月）、技術者による１～７号機に対する目視による緊急点検が実施され、

安全上重要な機器に異常は確認されませんでした。（保安院も立入検査等により確認しました。）

完了１００％完了 完了

※人日とは、人数と従事時間の積。系
統機能試験への立会を含む。

立入検査等

１５８ 人日

立入検査等

２５人日

立入検査等

２４人日

立入検査等

１６９人日

立入検査等

８５人日

立入検査等

１３９人日

立入検査等

２２３人日※
注）１／２８現在

４６％

各号機に対する保安院の確認状況（設備健全性）

（％）

完了

８５％



（参考１）
点検周期を超過した機器に係る調査結
果について



（参考１）事象の概要

第３回保安検査において
○他事業者で確認された保守管理不備の不適合を踏まえ、第３回保安検査で保守管理に問

題がないか確認。
○２，３号機において点検周期を超過していた機器があることが判明したことから、保安院は、

東京電力に対し調査を指示。

平成２２年１２月２１日
○東京電力より、１，５，７号機に関する調査結果の報告を受け、５号機では、３機器に点検周

期を超過した機器があることが判明。
○全号機に対し、点検周期の超過がないか調査を行い、超過が発生した原因の究明及び再

発防止対策を策定し、報告するよう指示。

平成２３年１月２０日
○東京電力より、１，５，６，７号機に関する中間報告を受け、１号機で３９機器、５号機で９機器、

６号機で６機器の合計５４機器に点検未実施があることが判明。
○調査が終了した５号機を対象に、原因分析及び再発防止対策について報告。

平成２３年２月２日
○東京電力より、柏崎刈羽１，５，６，７号機に関する第２回中間報告を受け、当該号機の全機

器に点検未実施のものがないか調査を行い、１号機で６７機器、５号機で９機器、６号機で６
機器、７号機で２機器の合計８４機器に点検未実施があることが判明。



（参考１）原因及び再発防止対策

①定められた点検周期、前回実績、
次回計画の整合性チェック不足

点検長期計画表の作成方法（計
画）についての明確化

再発防止対策

②保全方法等の点検方針変更を点
検長期計画表へ確実に反映する
ことの不足

③工事報告書に基づく実績管理の
不足

④発注対象設備と点検長期計画表
の整合性確認の不足

⑤技術評価プロセスの不足

点検長期計画表の作成方法（点
検周期変更）についての明確化

点検長期計画表の実績反映方
法についての明確化

仕様書作成時の確認方法につ
いての明確化

点検の実施時期を延長する際
の技術評価についての対策

原因

マ
ニ
ュ
ア
ル
・ガ
イ
ド
へ
反
映
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Ｍ
Ｓ
文
書
）



（参考１）中長期対策及び保安院の評価

原因分析により抽出された人的エラーの問題点に対し、
①点検周期内に点検が計画されること
②点検長期計画表変更時に点検周期を超過する計画の作成を防止すること
③仕様書作成時に計画された点検対象機器の抽出漏れを防止すること

④点検実績入力は、受注者等により計画され発注された機器のみ実績入力が可能で
あること

これらの対策を確実なものとするため、保全統合マネジメントシステムを構築。

○起動工程に影響を与えたものの、点検周期の超過があった機器については、点検や取
替等を行い、健全性を確認していることから、直ちに安全上の問題が生じるものではな
いと評価。

○東京電力が実施した５号機に係る当該不適合の原因分析及び再発防止対策の策定に
ついて、調査、原因分析及び対策の検討は適切になされていると評価。

○５号機以外の各号機については、本年２月２８日までに東京電力より報告を受け、内容
を精査し厳格に確認。

（３）中長期対策

（４）保安院の評価



（参考２）
７号機の燃料からの放射性物質漏えい
事象に係る確認結果について



（東京電力資料に一部加筆）

（参考２）事象の概要（その１）

※高感度オフガスモニタとは
・漏えい燃料の発生を早期に発見する目的で補助的に設置されたモニタ。
・排ガス放射線モニタよりも約５００倍高い感度を有している。

指示値の
上昇あり

変化なし
（異常なし）

気体廃棄物処理系の概要図

燃料棒

変化なし
（異常なし）

昨年９月１０日、気体廃棄物処理系の排ガス放射線モニタ指示値に変動
はないものの、同処理系の高感度オフガスモニタ※指示値の上昇が確認
されたため、漏えい燃料の可能性があると判断し監視強化を実施。

昨年９月１６日、高感度オフガスモニタ指示値にさらなる上昇傾向が確認
されたため、漏えい燃料の発生が原因と判断し、漏えい燃料を特定する
調査を開始。



出力抑制法による漏えい燃料の特定

（東京電力資料に一部加筆）

（参考２）事象の概要（その２）

※出力抑制法とは

・制御棒の挿入・引抜により漏えい燃料の装荷範囲を特定し、その位
置に制御棒を挿入して漏えい燃料の出力を抑制することで、燃料棒
からの放射性物質の漏えいを抑制し、拡大を抑制する手法

・これまでに国内で１３例の採用実績がある。（柏崎刈羽では、過去６
例の採用実績がある）

調査の結果、漏えいが
特定された燃料集合体
の位置
→制御棒６本を挿入して

出力を抑制する。

７号機の炉心構成図
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昨年９月１７日～２４日、出力抑制法※により、放射性物質の漏えいのあ
る箇所を特定。

昨年９月２４日、出力上昇操作を開始し、１０月１日、定格熱出力に到達。
定格熱出力時において、高感度オフガスモニタ等の指示値は安定した

状態で推移。



出力抑制法に基づき漏えい燃料の場所を特定し、漏えい燃料近傍の制御棒を挿入し
たことにより、漏えい燃料からの放射性物質の漏えいが抑制されたことで、

・原子炉水中のよう素は保安規定での制限値の１万分の１未満
・排気筒からの放射性物質の測定値は検出限界値以下

で維持していることから、適切な対応と評価。

（参考）定格熱出力状態における漏えい燃料に関する安全性
①原子炉水中のよう素１３１濃度

保安規定でのよう素１３１濃度の制限値（１．３×１０3ベクレル/グラム）に対し、２．５×１０－２～３．１ ×１０－２ベクレル/グラム（制限値の１万分
の１未満）であった。

②放射性物質の放出管理
保安規定でのよう素１３１の放出管理目標値（２．３×１０11ベク レル/年）に対し、排気筒において検出限界値以下。また、希ガスについて、放
出管理目標値（ ６．７×１０11ベク レル/年） に対しても、排気筒において放射線モニタの指示値は検出限界値以下。

（参考２）保安院の評価

（東京電力資料に一部加筆）0
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よう素１３１ 発電機出力

原子炉施設保安規定 制限値：1.3×103Bq/g以下

通常の原子炉水よう素濃度の範

発電機出力
出力抑制法による調査の実施

出力抑制法実施
後、炉水中のよう素
濃度は、通常の範
囲内で安定してい
る。



運転中の対応
漏えい燃料の出力抑制が適切に行われていることを関連
データを監視しながら運転を継続することとしているため、
引き続き保安検査等で実施状況を確認。

停止後の対応
漏えいの原因を特定するため、シッピング検査、外観検査、
超音波検査等を実施するとともに、抜本的対策として、異物
の捕捉効率を高めたフィルタを開発、導入することについて
も、異物による漏えい燃料事象の低減に繋がる対応であ
り、適切であると評価。

（参考２）今後の対応



（参考３）
供用期間中検査の適切な実施について



保安院からの指示（昨年７月２２日）

（参考３）これまでの経緯等

○敦賀１号機の原子炉再循環ポンプ等に、当初
把握していなかった溶接部の存在を確認。

○溶接部については、供用期間中検査※１のうち
非破壊検査の対象としていなかった。

○当該溶接部の非破壊検査を実施し、健全性を
確認。

○今後の供用期間中検査の計画に反映させ、適
切に検査を実施する。

日本原子力発電（株）からの報告（平成２２年７月２１日）

※１ 供用期間中検査（ＩＳＩ：Inservice Inspection）
原子力発電所などの原子力施設は、運転（供用）開始後

に、機器・配管などの健全性を確認するために、機器ごと
に検査方法・検査範囲・検査期間を定めて実施している。

具体的には、検査計画を１０年間を一つの期間として定
めて、非破壊検査、漏えい検査等を実施し、機器に要求さ
れる安全上の機能の確認を行っている。

水平展開として、同
様の事象がないか、
東京電力を含む他
の事業者へ調査を
指示

東京電力を含む日本原子力発
電(株)以外の原子炉を設置して
いる事業者

原因究明及び再発防止対策の
検討を指示



（参考３）報告内容及び保安院の対応等

○これまで供用期間中検査（非破壊検査）の対象とし
ていなかった溶接箇所が確認された事業者は、東
京電力含む４事業者。

○確認された機器は、主に原子炉隔離時冷却ポンプ
の支持部材（K1,2,3,7、1F6、2F1）、高圧炉心スプレ
イポンプ（1F6）、残留熱除去ポンプ（K1、2F3）、原子
炉冷却材浄化系弁（K1）に存在する溶接箇所の一
部。

○対象としていなかった溶接箇所については、ＩＳＩ計
画へ反映。現状、維持規格に定められた検査間隔
以内に点検を実施することが可能。

○原因としては、関係者間の認識合わせ不足（原子
炉隔離時冷却ポンプの支持部材）、プラント間での
水平展開の不足（原子炉隔離時冷却ポンプの支持
部材、原子炉冷却材浄化系弁）、設備図書の調査
不足（高圧炉心スプレイポンプ、残留熱除去ポンプ、
原子炉冷却材浄化系弁）であると整理。

原子炉格納容器

原
子
炉

圧
力
容
器

圧力抑制室 残
留
熱
除
去
系

熱
交
換
器
（Ｂ
）

残留熱除去系
ポンプ（Ｂ）

残留熱除
去系冷却
系より

電動機

ポンプ

計画に反映されていないこ
とが確認された溶接箇所

【 残留熱除去系 】

【残留熱除去系ポンプ】

【当院指示に基づく報告概要】

保安院の対応等

・報告内容を確認

・原因究明及び再発防止対策
の指示

・事業者が今後実施する非破
壊検査の結果を確認



原因

①関係者間の認識合わせ不足

（参考３）原因及び対策

規格改訂に伴い、溶接継手のＩＳＩ計画に反映していた
が、担当者の認識不足により、誤った検査のカテゴリ
に分類。
当時の管理体制は、個別事象について具体的な対応
まで発電所間で認識合せを行う運用ではなかった。

現状の管理体制では改善され問題はない。更なる
改善として、規格改訂があった際、ＩＳＩ連絡会におい
て、改訂内容確認、検査項目の追加等の具体的な
対応の方向性を共有する。

再発防止対策

②号機間での水平展開の不足

ＩＳＩ計画に適切に反映できている号機と、そうでない
号機があったことから、号期間の水平展開の仕組み
が不十分であった。

③設計図書の調査不足

ポンプメーカから溶接線位置図を入手できなかったた
め、現場調査を実施。塗装等によって確認できなかっ
た溶接線をＩＳＩ計画に含められなかった。
プラントメーカがＩＳＩ計画の案策定時に、当該溶接線
を見逃した上、溶接線位置図を保有していなかったた
め、成果物に対し、チェックすることができなかった。

現在は、ＩＳＩ連絡会の場で水平展開が図られる仕
組みができているが、更なる改善として、確実に各
号機のＩＳＩ計画に反映されるよう、改訂事項の計画
反映の予定・実績をリスト化し、進捗管理する。

工事発注段階で溶接線の位置が分かる図面を要
求することを明確化する。また、ＩＳＩ管理業務を行っ
ているプラントメーカから根拠資料を提出させ、多
重チェックにより確認する。



（参考３）保安院の評価及び今後の対応

東京電力による原因究明及び再発防止対策に関する報告
は、保安院が指示した共通要因を踏まえた再発防止対策の検
討が行われており、その原因究明及び再発防止対策は妥当
であることを確認。

①保安院の評価

東京電力の報告内容に基づき供用期間中検査が適切に実施
されているかを原子力安全基盤機構が実施する定期検査等
において確認していく。

②今後の対応



（参考４）
使用済ハフニウムフラットチューブ型制
御棒のひびに関する調査状況について



（参考４）経緯

平成２２年１１月１日、東京電力より、柏崎刈羽７号機において、使用済のハフニ
ウムフラットチューブ型制御棒（以下、「ＨｆＦＴ型ＣＲ」という。）にひびが確認された
との報告を受ける。

同日、保安院は東京電力に対し、当該ひびの原因を調査するとともに、運転中
の７号機で使用しているＨｆＦＴ型ＣＲの構造強度に係る健全性等の評価を実施す
るよう指示。他事業者に対しても、運転中でＨｆＦＴ型ＣＲを使用している場合は、
同様の評価を行うよう指示。

平成２２年１２月８日、東京電力より、運転中の７号機で使用されているＨｆＦＴ型Ｃ
Ｒの構造強度に係る健全性等の評価について報告を受ける。

平成２３年１月７日、東京電力より、７号機で保管中の使用済ＨｆＦＴ型ＣＲ全４６本
中２８本で同様のひびが確認されたとの報告を受ける。

平成２３年１月１２日、保安院は、東京電力からの構造強度に係る健全性等の評
価について、解析条件・手法等の観点から確認を行い、評価結果は妥当なもの
と評価。



（参考４）東京電力からの報告内容（その１）

外観点検の結果
柏崎刈羽７号機で保管中の使用済ＨｆＦＴ型ＣＲ全４６本中２８本にタイロッ
ド部等にひびが確認された。
福島第一１号機、４号機、福島第二２号機、柏崎刈羽５号機では、いずれ
も柏崎刈羽７号機で確認されたものと同様のひびは確認されなかった。

制御棒を上から見た
概略図 (A-A断面)

シース
（ステンレス鋼）

制御材（ハフニウム
フラットチューブ）

タイロッド
（ステンレス鋼）

シース・タイロッド
溶接部（長手方向
に全２５箇所あり）

全長約4ｍ

ハフニウムフラット
チューブ型制御棒鳥瞰図

約25cm

A A

発電所名 号機

使用中のもの 使用済みのもの

装荷
本数

点検
本数

ひび有
り制御
棒本数

照射量
（×1021）

保管
本数

点検
本数

ひび有
り制御
棒本数

照射量
（×1021）

備考

福島第一 1 － 9 9 0※ 1.5～2.5

4 － 8 8 0 1.9～2.5

福島第二 2 － 4 4 0 2.9

柏崎刈羽 4 4 0 － 0.7 －
停止中
再使用しない予定

5 － 4 4 0 3.6～3.8

7 25 0 －
0～2.2

（0～3.2）
46 46 28※ 3.5～5.6

運転中
（）はサイクル末期

※ハンドル・シース溶接部やガイドローラ部で確認されたひびは除く

Ｈｆｔ型ＣＲの構造

○ＨｆＦＴ型ＣＲの使用有無及び外観点検状況



（参考４）東京電力からの報告内容（その３）

ＨｆＦＴ型ＣＲの構造健全性等の評価結果

複数箇所のタイロッドの破断及びシースのひびを仮定（25箇所、16
箇所、3箇所、1箇所の破断の4ケース）して、基準地震動Ｓｓの地震
力が作用したスクラム時における構造強度評価を実施。発生応力
は評価基準値を下回り、シースの中性子吸収材保持機能は維持さ
れている。

また、制御棒の挿入性については、制御棒が健全な状態と比較し
て剛性は低下するが、挿入時間への影響はなく、挿入性は確保さ
れる。

ＨｆＦＴ型ＣＲの動作確認結果
柏崎刈羽７号機で現在使用しているＨｆＦＴ型ＣＲ（出力抑制法により
全挿入している２本を除く計23本）について、月に1回の頻度で動作
確認を実施し、現在までのところ、異常は確認されていない。



（参考４）保安院の評価

制御棒の制御機能（過剰反応度の印加防止機能及び未臨界維持機能）、原子
炉の緊急停止機能の観点から技術基準への適合性を確認。

制御棒の制御機能
動作確認結果等に異常がないことを踏まえると、当該機能を有しているとす
る評価結果は妥当なものと評価。

原子炉の緊急停止機能
構造強度に係る解析結果について、ＪＮＥＳからの技術協力を受け、解析条
件等について確認した結果、解析条件等は妥当であり、解析結果が判定基
準を満足することから、構造強度は十分保たれているとする評価結果は妥
当なものと評価。
また、制御棒の挿入性について、剛性の低下は挿入時間が遅くなる要因と
はならないことから、当該機能は維持されているとする評価結果は妥当と評
価。

以上のことから、現在運転中の柏崎刈羽７号機で使用されているＨｆＦＴ型ＣＲ
については、仮にひびがあった場合でも、技術基準への適合性は満足してい
ることから、安全性は確保されているものと評価。



（参考４）今後の対応

東京電力において、現在、ＨｆＦＴ型ＣＲで確認されたひび
の発生原因等の調査が進められており、これらの調査結
果等に関する報告を受けた段階で、専門家の意見等を聞
きつつ、保安院として最終的な評価をとりまとめる。

事業者に対して、ひびの原因が明らかになり、調査結果
に基づく再発防止対策が施されるまでの間、ＨｆＦＴ型ＣＲ
の新規装荷及び再装荷による使用はしないよう指導。



（参考５）３号機 定期検査中における
制御棒１本の予期せぬ動作について



（参考５）概要

○事象の概要
燃料装荷に係る制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの復旧作業の

一環として、制御棒駆動水に関連する弁を操作したところ、中央制御室
において、制御棒が意図せず移動した旨を知らせる警報が発生した。

当該制御棒が動作した可能性について調査を行った結果、当該制御
棒が実際に全引き抜き位置から一時的に約１５ｃｍ挿入側に動作し、そ
の後、元の引き抜き位置に戻ったことが確認された。

蓄
圧
槽

窒素
窒
素

スクラム
入口弁

挿入配管
止弁制御棒

駆動水圧系
水圧制御ユニット

制
御
棒 通常駆動

で使用

スクラム
駆動で使用

今回の事象で
関係した箇所

１２月１日、定期検査中の３号機において発生した制御棒誤挿入につい
て、原子炉等規制法に基づく報告を受けた。



（参考５）原因と対策

通常の定期検査時の操作

○対策 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの制御棒駆動機構挿入
配管内の加圧された箇所の圧抜きを実施することとし、その
旨、手順書に反映する。 原因推定と対策は妥当

挿入配管止弁開操
作で気体が膨張し、

制御棒が移動

① ②

③

地震後の健全性確
認のために行った

テスト

蓄
圧
槽

窒素
窒
素

蓄圧槽から窒素が
漏れてスクラム入

口弁に溜まる

スクラム
入口弁

挿入配管
止弁

スクラム
入口弁

挿入配管
止弁

スクラム入口弁
開操作により
気体が移動

蓄
圧
槽

窒素
窒
素

挿入配管
止弁

蓄
圧
槽

窒素
窒
素

スクラム
入口弁

スクラム
入口弁

挿入配管
止弁

蓄
圧
槽

窒素
窒
素

蓄
圧
槽

窒素 窒
素

スクラム
入口弁

挿入配管
止弁 挿入配管

止弁

蓄
圧
槽

窒素 窒
素

スクラム
入口弁

蓄圧槽から窒素が
漏れてスクラム
入口弁に溜まる

挿入配管止弁開操作
に際し、気体が

スクラム弁入口にあ
ることから影響がない

その後、スクラム
試験を行うことか
ら、制御棒挿入と

同時に気体が
排出される

スクラム入口弁
開操作がない

意図していない制御棒
挿入

意図している制御棒挿入

弁：開

弁：閉

①

推定原因

②

（同じ操作）

（同じ操作）


